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重要取組シート 

取組項目 ごみの減量化・リサイクル 

現状・課題 

○令和 3 年 3 月に、長期的な視点からごみの発生抑制及び適正処理に関する基本的な方

向性を定めた計画である「堺市一般廃棄物処理基本計画」（以下「計画」）を改定し、令

和 12年度を目標年度とする新たなごみの減量目標を達成するため、ごみの減量化・リサイク

ル施策を推進している。 

○令和 4 年 7 月から令和 6 年 3 月まで、市民、事業者、市がそれぞれの役割を果たすこと

で、市全体でごみ減量に集中的に取り組むプロジェクト「堺・ごみ減量4R大作戦」を実施し、

ごみの減量化・リサイクルは大きく進んだ。 

○プロジェクト終了後の令和 6年度も、清掃工場搬入量等は減少している。 

○市民、事業者の環境配慮行動の定着と安定的な処理体制の構築に向けて、引き続き、ご

みの減量化・リサイクルを推進する必要がある。 

○計画が中間目標年度を迎えることから改定する必要がある。 

○ごみの減量化・リサイクルの促進及び市民の安全安心な暮らしを確保するため、資源ごみ等

の持ち去り行為の禁止を明確にし、その行為の防止を図る必要がある。 

取 組 の 

内  容 

○令和 6 年 10 月に堺市廃棄物減量等推進審議会へ諮問した改定計画（案）について、

引き続き審議を実施する。なお、「堺・ごみ減量 4R 大作戦」を含めた 4R 運動の推進による

市民意識の向上や社会情勢の変化等により、現計画目標を前倒しで達成していることから、

更なるごみの減量化・リサイクルの促進に向けて、計画目標等の見直しを行う。 

○計画の中間目標年度までの 5年間（令和3～7年度）に取り組む具体的な施策を取りま

とめた「堺市一般廃棄物処理基本計画前期ごみ減量プラン（2021-2025）」に基づき、

更なるごみの減量化・リサイクルを推進する。 

○使い捨てプラスチックの削減、食品ロスの削減、リユースの推進、紙類のリサイクル促進、ごみと

資源の分別徹底等の取組を積極的に推進し、市民のごみ減量意識の向上や行動変容を

促す。 

○協定締結事業者をはじめとした企業との連携や、出前講座・SNS の活用など様々な機会・

媒体を通じて、ごみの減量化・リサイクル（使い捨てプラスチックの削減、持続可能な航空燃

料（SAF）の原料となる家庭系廃食用油のリサイクル等）に関する、市民及び事業者に向

けた情報発信を強化する。 

○事業系ごみは、事業用大規模建築物の所有者への訪問指導及び助言を継続的に実施す

る。また、民間事業者と連携したリサイクル体制の構築に向けた検討を進める。 

○令和6年 1月に開始した事業所から排出されるリサイクル可能な紙類の清掃工場への搬入

禁止を徹底するため、紙類のリサイクル体制の充実、市内排出事業者への情報発信を引き

続き進める。 

○「堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例（以下「改正条

例」）」施行により令和 7 年 7 月から実施される資源ごみ等持ち去り行為禁止を広く周知

し、市内巡回パトロール体制を強化する。 

環境局 環境事業部 
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前期 

（～9月） 

□ペットボトルの水平リサイクル（通年） 

□家庭系廃食用油のリサイクルやリユースの推進（通年） 

□資源ごみ等持ち去り行為防止パトロール実施（通年） 

□学校園等への出前講座の実施（4月～） 

□食品ロス削減推進サポーター講座の受講支援（5～6月） 

□事業者向けフードシェアリング登録キャンペーン（5～6月） 

□事業系ごみ減量情報紙「堺ムーSTYLE」の発行（6・9 月） 

□その他の古紙（お菓子の紙箱、紙袋、包装紙など）の回収促進団体募集（6月～） 

□てまえどり POP の掲示協力店舗の募集（6月～） 

□堺市廃棄物減量等推進審議会専門部会において審議（2回程度） 

□堺市廃棄物減量等推進審議会中間報告（～6月） 

□堺市廃棄物減量等推進審議会答申（～9月） 

□改正条例（資源ごみ等持ち去り行為禁止）の周知（4～6月） 

□改正条例施行（7月） 

□生活ごみ組成分析調査（9月） 

□食品ロスダイアリー事業の実施（9～10月） 

後期 

（～3月） 

□堺市一般廃棄物処理基本計画（案）の作成（10月） 

□事業用大規模建築物への立入り（10～12月） 

□こども服リユースイベント、エコレシピコンテストの開催（11月） 

□リユース回収イベントの開催（11・2 月） 

□事業系ごみ減量情報紙「堺ムーSTYLE」の発行（12・3 月） 

□食品ロス削減推進サポーター講座の受講支援（1～2月） 

□ペットボトル組成分析調査（2月） 

□堺市一般廃棄物処理基本計画（案）のパブリックコメントを実施（12月） 

□「堺市一般廃棄物処理基本計画」の改定（～3月） 

次年度 

以降 

□ごみの減量化・リサイクルの促進 

□資源ごみ等持ち去り行為防止パトロール実施（通年） 

進
捗
の
状
況 

前期 

（～9月） 

□ペットボトルの水平リサイクルを実施（通年） 

□家庭系廃食用油のリサイクルやリユースの推進（通年） 

□資源ごみ等持ち去り行為防止パトロール実施（通年） 

□学校園等への出前講座の実施（4月～） 

□食品ロス削減推進サポーター講座の受講支援（5～6月） 

□事業者向けフードシェアリング登録キャンペーン（5～6月） 

□事業系ごみ減量情報紙「堺ムーSTYLE」の発行（6・9 月） 

□その他の古紙（お菓子の紙箱、紙袋、包装紙など）の回収促進団体募集（6月～） 

□てまえどり POP の掲示協力店舗の募集（6月～） 

□堺市廃棄物減量等推進審議会専門部会において審議（5・8月） 

□堺市廃棄物減量等推進審議会中間報告（7月） 

□堺市廃棄物減量等推進審議会答申（9月） 

□改正条例（資源ごみ等持ち去り行為禁止）の周知（4～6月） 

□改正条例施行（7月） 
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□生活ごみ組成分析調査（9月） 

□食品ロスダイアリー事業の実施（9～10月） 

□リユース品提供イベントを実施（7月） 

□ペットボトルの水平リサイクルについて、駅や集合住宅へのポスター掲示（7～8月） 

□コスモ石油(株)堺製油所見学会（SAF製造見学ツアー）を実施（8月） 

後期 

（～3月） 

□堺市一般廃棄物処理基本計画（案）の作成（11月） 

□事業用大規模建築物への立入り（10～2月） 

□こども服リユースイベント（10・1 月） 

□エコレシピコンテストの開催（11月） 

□サステナブルファッション・プラットフォーム協議会へ参画（11月） 

□リユース品回収・提供イベントの開催（10・12・1・3 月） 

□事業系ごみ減量情報紙「堺ムーSTYLE」の発行（12・3 月） 

□食品ロス削減推進サポーター講座の受講支援（1～2月） 

□ペットボトル組成分析調査（2月） 

□堺市一般廃棄物処理基本計画（案）のパブリックコメントを実施（12月～1月） 

□「堺市一般廃棄物処理基本計画」の改定（3月） 

堺
市
基
本
計
画 

２
０
２
５ 

該当する 

施策 
5-(4) 4R に根差した循環型社会の形成 

寄与する 

KPI 

1人1日あたり家庭系ごみ排出量［現状値：643グラム（2019

年度）、590グラム（2023年度）］ 

目標値（2025 年度） 

628 グラム 

未
来
都
市
計
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堺 
市 
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最も貢献する 

SDGsのゴール 

ゴール番号 
つくる責任つかう責任 

12 

寄与する 

KPI 

1人1日あたり家庭系ごみ排出量［現状値：643グラム

（2019年度）、590 グラム（2023年度）］ 

目標値（2025 年度） 

628 グラム 

 


